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１．競争入札に付する事項                                                              

(1)

(2)契約期間

(3)納入場所

仕様書による。

(4)入札方法

２．競争参加資格

(1)

(2) 予決令第７１条の規定に該当しない者であること。　

(3)

(4)

(5)

(6) 入札説明会に参加した者であること。

原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告

令和6年度　MELCOR2によるソースターム統計評価

公告）に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調
達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」
(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもの
のほか下記に定めるところによる。

記

 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。

 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

入　札　説　明　書  

( 令 和 ６ 年 ５ 月 ３ ０日 付け

　 入札金額は、総価で行う。
   なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相
 当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨
 てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課
 税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に
 相当する金額を入札書に記載すること。

原 子 力 規 制 委 員 会 原 子 力 規 制 庁

長 官 官 房 技 術 基 盤 グ ル ー プ

シ ビ ア ア ク シ デ ン ト 研 究 部 門

 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て
いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者である
こと。

件名

 令和０４・０５・０６年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」に
おいて「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者であること。

契約締結日から令和７年３月２１日まで
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３．入札者に求められる義務等

４．入札説明会の日時及び場所

 原子力規制委員会原子力規制庁  六本木ファーストビル１８階入札会議室

 ※１　参加人数は、原則１社１名とする。

 ※２  本会場にて、入札説明書の交付は行わない。

 ※３  本案件は入札説明会への参加を必須とする。

５．適合証明書の受領期限及び提出場所

(1) 受領期限

(2) 受領場所

〒106-8450  東京都港区六本木一丁目９番９号　六本木ファーストビル１６階

原子力規制委員会原子力規制庁　長官官房技術基盤グループ 　技術基盤課契約係

(3) 提出方法

  イ．書面で参加する場合

(4) その他

６．競争執行の日時、場所等

(1) 入札・開札の日時及び場所

日時：

場所：原子力規制委員会原子力規制庁  六本木ファーストビル１８階入札会議室

(2) 入札書の提出方法

入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。

 令和６年６月１３日（木）１４時３０分

 ア．電子調達システムによる入札の場合

    この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基
  づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。
    また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じな
  ければならない。
　  なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、
  審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。

  ア．電子調達システムで参加する場合

令和６年７月１６日（火）１５時３０分

　 電子調達システムで参加する場合は、(１)の期限までに同システム上で適合証明
 書を提出すること（同システムのデータ上限は１０ＭＢまで）。

６．(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。

　 書面で参加する場合は(１)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に
 定める様式２による書面入札届と合わせて提出すること。
　 提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届
 くよう、配達証明等で送付すること。
　 電子メールで送付する場合には、１５．(２)の本件に関する照会先に送付すること。
 なお、容量が１０ＭＢを超過する場合は、分割して提出すること。
　 また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕
 をもって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはで
 きない。

  審査の結果は令和６年７月１１日（木）までに電子調達システムで通知する。書面に
より入札に参加する者へは、書面で通知する。（審査結果通知書）

令和６年６月２７日（木）１２時００分
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(3)入札の無効

７．落札者の決定方法

８．その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。

９．入札保証金及び契約保証金  全額免除

10．契約書の作成の要否  要

11．契約条項    契約書（案）による。

12．支払の条件  契約書（案）による。

13．契約手続において使用する言語及び通貨

 日本語及び日本国通貨に限る。

14．契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地

 支出負担行為担当官　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官　小林　雅彦

 〒106-8450　東京都港区六本木一丁目９番９号

15．その他

(1)

(2)  本件に関する照会先

質問は、電話又はメールにて受け付ける。

担当：原子力規制委員会原子力規制庁

長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門　　小城　烈

ＴＥＬ： ０３－５１１４－２２２４

E-Mail： kojo_retsu_px2@nra.go.jp

   入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札
 は無効とする。

  競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任におい
て、速やかに書面をもって説明しなければならない。

 イ．書面による入札の場合

　原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式２による書面を５．(1)の日時ま
でに提出済みであること。
　また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式１による入札書を６．(1)
の日時及び場所に持参すること。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
　入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

　  支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第
  ７９条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行
  った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該
  契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を
  締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認め
  られるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格
  をもって入札した者を落札者とすることがある。

(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先
　 政府電子調達システム（GEPS）
　 ホームページアドレス　https://www.p-portal.go.jp
　 ヘルプデスク　０５７０－０００－６８３（ナビダイヤル）
　 受付時間　平日９時００分～１７時３０分
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（別　紙）

１．趣旨

２．入札説明書等

（２）入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。

３．入札保証金及び契約保証金

４．入札書の書式等

５．入札金額の記載

６．入札書の提出

（１）入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読
    のうえ入札しなければならない。

原子力規制委員会原子力規制庁入札心得

  　原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約（工事に係るものを除く。）に係る一般競争
  又は指名競争（以下「競争」という。）を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなけ
  ればならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。

（３）入札者は、入札後、（１）の書類についての不明を理由として異議を申し立てることがで
    きない。

  　環境省競争参加資格（全省庁統一資格）を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額
  免除する。

又は商号）、宛名（支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と
記載）及び「令和６年７月１６日開札［令和6年度　MELCOR2によるソースターム統計評価］
の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。

  　入札者は、様式１による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムによ
  り入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
　　なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されて
  いる入札において、様式１による入札書の提出を希望する場合は、様式２による書面を作成
  し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。

（３）電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時まで
   に入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着し
   ない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。

（２）書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名（法人の場合はその名称

（１）入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の
   上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記
   することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したも
   のとして取り扱うこととする。

  　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額
  を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額と
  する。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者
  であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す
  ること。

- 5 -



７．代理人等（代理人又は復代理人）による入札及び開札の立会い

８．代理人の制限

９．条件付の入札

10．入札の無効

      次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。

    ①　競争に参加する資格を有しない者による入札

    ②　指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札

    ⑤　金額を訂正した入札

    ⑥　誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

    ⑦　明らかに連合によると認められる入札

    ⑧　同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は２者以上の代理をした者の入札

    ⑩　入札書の提出期限までに到着しない入札

    ⑪　暴力団排除に関する誓約事項（別記）について、虚偽が認められた入札

    ⑫　その他入札に関する条件に違反した入札

11．入札の延期等

12．開札の方法

（２）電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に
　　端末の前で待機しなければならない。

    ④　書面による入札において記名を欠く入札

    ⑨　入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書
　　　が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札

（５）入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、
　　開札場を退場することができない。

    ③　委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを
      終了していない代理人等による入札

（１）開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人
　　等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。

　　予決令第７２条第１項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加
　する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されること
　を条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開
　札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかっ
　たときは、当該入札書は落札の対象としない。

  　入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行すること
　ができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の
　執行を延期し若しくはとりやめることがある。

    代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式３による委任状を
  持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同シ
  ステムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。

（２）入札者は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）
　　第７１条第１項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は
　　入札代理人とすることができない。

（１）入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。

（４）入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。

（３）入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競
　　争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
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13．調査基準価格、低入札価格調査制度

②前号以外の請負契約  その者の申込みに係る価格が１０分の６を予定価格に乗じて得た額

14．落札者となるべき者が２者以上ある場合の落札者の決定方法

15．落札決定の取消し

16．契約書の提出等

（２）落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

17．契約手続において使用する言語及び通貨

    契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。

  　落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明
　したときは、落札決定を取消すことができる。

（１）工事その他の請負契約（予定価格が１千万円を超えるものに限る。）について予決令第８
　　５条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約
　　の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各
　　号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額（以下「調査基準価格」という。）に満た
　　ない場合とする。

①工事の請負契約　その者の申込みに係る価格が契約ごとに１０分の７．５から１０分の９．
　２までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額

（１）落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印（外国人又は外国法人が落札者
　　である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。）し、契約
　　書を受理した日から１０日以内（期終了の日が行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法
　　律第９１号）第１条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。）に契約担当官等に提
　　出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長する
　　ことができる。

（２）調査基準価格に満たない価格をもって入札（以下「低入札」という。）した者は、事後の
　　資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等（以下「低入札
　　価格調査」という。）に協力しなければならない。

（３）低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び
　　地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。

  　当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が２者以上あるときは、直ちに当
　該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
  　なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係の
　ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。

（６）開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入
　　札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を
　　行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システ
　　ムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指
　　示があった場合は、当該指示に従うこと。
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（別　記）

１．次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。

（１）契約の相手方として不適当な者

　　エ　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（２）契約の相手方として不適当な行為をする者

　　ア　暴力的な要求行為を行う者

　　イ　法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

　　ウ　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

　　エ　偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

　　オ　その他前各号に準ずる行為を行う者

２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。

４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受
　けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約
　担当官等へ報告を行います。

暴力団排除に関する誓約事項

３．再受任者等（再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が
　当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。）が暴力団関係業者であることが判明
　したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。

　当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について、入札書（見積
書）の提出をもって誓約いたします。

　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって
も、異議は一切申し立てません。

　　ア　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ
　　　る場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、
　　　団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、
　　　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条
　　　第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する
　　　暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

　　ウ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直
　　　接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

  また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を含む）。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）及び登
記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察
に提供することについて同意します。

　　イ　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え
　　　る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

 記

- 8 -



令和　　　年　　　月　　　日

支出負担行為担当官

　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官　殿

　下記のとおり入札します。

　１　入札件名　：

　２　入札金額　：　金額　　　　　　　　　　　　円也　

　３　契約条件　：　契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。

担当者等連絡先

　部署名 ：

　責任者名 ：

　担当者名 ：

　ＴＥＬ ：

　E-mail ：

入　　札　　書

　４　誓約事項　：　本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除
　　　　　　　　　　に関する誓約事項に誓約する。

（様式１）

所 在 地

代表者役職・氏名

商 号 又 は 名 称

記

令和6年度　MELCOR2によるソースターム統計評価

（復）代理人役職・氏名
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令和　　　年　　　月　　　日

支出負担行為担当官

　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官　殿

　１　入札件名　：

　２　電子調達システムでの参加ができない理由

担当者等連絡先

　部署名 ：

　責任者名 ：

　担当者名 ：

　ＴＥＬ ：

　E-mail ：

記

書面入札届

（様式２）

令和6年度　MELCOR2によるソースターム統計評価

(記入例）電子調達システムで参加する手続が完了していないため

　下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式
で参加をいたします。

所 在 地

代表者役職・氏名

商 号 又 は 名 称
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令和　　　年　　　月　　　日

支出負担行為担当官

　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官　殿

（委任者）

（受任者）

　当社　　　　　　　　　　　　　　を代理人と定め下記権限を委任します。

（委任事項）

1

2 １の事項に係る復代理人を選任すること。

担当者等連絡先

　部署名 ：

　責任者名 ：

　担当者名 ：

　ＴＥＬ ：

　E-mail ：

代 理 人 所 在 地

所 属 （ 役 職 名 ）

委　　任　　状

記

令和6年度　MELCOR2によるソースターム統計評価の入札に関する一切の件

代表者役職・氏名

商 号 又 は 名 称

代 理 人 氏 名

所 在 地

（様式３－①）
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令和　　　年　　　月　　　日

支出負担行為担当官

　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官　殿

（委任者）

（受任者）

　当社　　　　　　　　　　　　　　を復代理人と定め下記権限を委任します。

（委任事項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当者等連絡先

　部署名 ：

　責任者名 ：

　担当者名 ：

　ＴＥＬ ：

　E-mail ：

代 理 人 氏 名

商 号 又 は 名 称

委　　任　　状

（様式３－②）

復 代 理 人 所 在 地

令和6年度　MELCOR2によるソースターム統計評価の入札に関する一切の件

所 属 （ 役 職 名 ）

代 理 人 所 在 地

所 属 （ 役 職 名 ）

記

復 代 理 人 氏 名
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（参　考）

　（一般競争に参加させることができない者） 

　（一般競争に参加させないことができる者） 

　四　監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

　五　正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

２　契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加
  させないことができる。

予算決算及び会計令（抜粋）

第七十条　契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項
  の競争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次
  の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

　一　当該契約を締結する能力を有しない者

　二　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

　三　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条
    第一項各号に掲げる者

第七十一条　契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する
  と認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことが
  できる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とす
  る。

　一　契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しく
    は数量に関して不正の行為をしたとき。

　二　公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連
    合したとき。

　三　落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

　六　契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽
    の事実に基づき過大な額で行つたとき。

　七　この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契
    約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
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1 
 

 

仕 様 書 

 

1. 業務件名 

令和 6 年度 MELCOR2 によるソースターム統計評価 
 

2. 適用 

この仕様書は、原子力規制委員会原子力規制庁（以下「規制庁」という。）が契約する上

記の契約に関する仕様を規定するものである。 

 

3. 契約期間 

       自 ： 契約締結日 
       至 ： 令和7年3月21日（金） 

 

4. 業務内容 

本作業では、代表的な 3 ループ PWR（以下「代表 3Loop PWR」という。）における大 LOCA、

スクラム失敗（以下「ATWS」という。）から高温誘因伝熱管破損（以下「TISGTR」という。）

等に至る事故シーケンスを対象として、MELCOR バージョン 2 系（以下「MELCOR2」とい

う。）を用いたソースタームの統計評価システムを整備するものであり、以下の(1)から(3)

の 3 項目作業を実施する。 

 
(1) 代表 3Loop PWR を用いたソースターム統計評価 (4.1 項) 

(2) MELCOR2 制御関数描画ソフトの整備 (4.2 項) 

(3) 技術資料の作成 (4.3 項) 

 

以降に各項目の実施内容を示す。作業の実施において、例として示される表などの一部変

更が必要となった場合、規制庁と受注者の協議を行い、変更後の成果が本仕様書の目的達成

に適合すると規制庁が判断する場合には、変更を行う場合がある。 

別添１には統計評価システム手順書、別添２には PWR 用包括的統計パラメータ（案）及

び確率分布の例並びに別添３にはプログラミングスタイルを示す。 
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2 
 

4.1 代表 3Loop PWR を用いたソースターム統計評価 
本作業では、別添１図 1 の流れに沿って代表 3 Loop PWR に対する大 LOCA 及び ATWS

から TISGTR に至る事故進展を統計評価する。 

 

4.1.1 MELCOR2 解析用入力の作成及び解析の実行 
1) 解析用ベース入力を作成及び解析 

 規制庁が貸与する代表 3Loop PWR の入力をベースとして、大 LOCA、ATWS 

TISGTR 等解析用入力に対して、ノード、制御関数等を追加し、解析用ベース入力を

作成し、解析を実施する。大 LOCA のプラント全体ノード分割を図 4.1.1、ATWS 

TISGTR のプラント全体ノード分割を図 4.1.2 (a)、破断側主蒸気配管及び SG 伝熱管

ノード分割を図 4.1.2 (b)にそれぞれ示す。 

2) 感度解析 

 最新の不確かさ解析について、文献を調査し知見をまとめる。 

 作成した解析用ベース入力に対して、包括的統計パラメータ（案）、調査した文献

等を参考に重要なパラメータに基づき感度解析を実施することで、規制庁が指示す

る下部ヘッド破損、格納容器破損、ソースターム等の Figure-of-Merit(以下「FOM」と

いう。)に重要なパラメータをまとめる。 

3) 統計評価 

 解析ケースの例を表 4.1.1 にまとめる。本統計評価では、別添１統計評価システム

手順書に従い実施することとする。規制庁が提示する下部ヘッド破損、格納容器破

損、ソースターム等の 3 つの FOM（以下「FOM1」、「FOM2」及び「FOM3」という。）

に着目して実施することとする。なお、FOM1、FOM2 及び FOM3 については、協議

の上別途決定する。 

 上記の感度解析結果及び包括的統計パラメータ（案）等を参考に決定した重要なパ

ラメータに基づき、作成したベース入力に対して、FOM1 に対して規制庁が提示する

パラメータセットに対応する大 LOCA 及び ATWS -TISGTR でそれぞれ 60 個程度の

入力セットを作成し、解析を実行する。解析結果から下部ヘッド破損等の FOM に対

してのパラメータのランキングをまとめる。 

 同様に、FOM2 に対して規制庁が提示するパラメータセットに対応する大 LOCA

及び ATWS TISGTR でそれぞれ 60 個程度の入力セットを作成し、解析を実行する。

解析結果から格納容器破損等の FOM に対してのパラメータのランキングをまとめ

る。 

 最後に、上記の FOM1 及び FOM2 に対して影響の大きかったパラメータをまとめ

パラメータセットに対応する 60 個程度の入力セットを作成する。規制庁が貸与する

MELCOR2 を用いて、60 個程度の入力セットをランダムサンプリングと Latin 

Hypercube サンプリングによってそれぞれ解析を実行し、FOM3 に対してのパラメー
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3 
 

タのランキングをまとめる。 

4) 注意事項 

 パラメータセットは、感度解析結果、文献調査結果、別添 2 にまとめられた PWR

シビアアクシデントの包括的統計パラメータ（案）等を参照し、規制庁が貸与するパ

ラメータサンプリングコード LATINA を使用すること。なお、パラメータの中には、

ホットレグの幾何形状のように、複数のコントロールボリューム及びフローパス入

力項目に影響が及ぶものがある。また、注水マネジメントについては、多くの制御関

数に影響が及ぶ。さらに、パラメータ間の相互関係を考慮すべきものもある。そのた

め、この入力セットの作成は規制庁が貸与する Python 等のスクリプト（以下

「MELCOR2 入力の自動作成スクリプト」という。）を使用する。また、複数の解析

の実行のため専用の Python 等のスクリプト（以下「MELCOR2 複数ケース実行スク

リプト」という。）を使用することとする。 

 統計評価において異常終了した場合は、別添１に記載の Step７から９に示すよう

に、その内容に基づき規制庁が指示する方法にしたがって一部入力及び統計パラメ

ータを再設定し再解析を実施する。統計評価において一連の解析が終了した際には、

規制庁が開発し貸与する後処理プログラム FlexMelPos を用いて、可視化、FOM vs 変

数間静的・動的相間係数、変数間因果関係及び 95%信頼水準・95%累積確率値等の評

価を実施すること。くわえて、得られた FOM vs 統計パラメータ間静的・動的相間の

関係から、FOM に対する影響度を定量化し、その結果に基づき規制庁が選定したパ

ラメータに基づき統計パラメータを再検討し入力を実施すること。 

 

表 4.1.1 解析ケースの割り振りの例 

 大 LOCA ATWS TISGTR 

感度解析 別途協議の上決定 別途協議の上決定 

FOM1 に着目した解析 60 ケース 60 ケース 

FOM2 に着目した解析 60 ケース 60 ケース 

FOM3 に着目した解析 

60 ケース 

2（サンプリング手法）

=120 ケース 

60 ケース 

2（サンプリング手法）

=120 ケース 

合計 240 ケース+感度解析 240 ケース+感度解析 

 

4.1.2 結果の整理 
統計評価では、FlexMelPos 及び描画フリーソフト Gnuplot を用いて表 4.1.2 及び表 4.1.3 に

示すような規制庁が指示した変数を描画する。なお、後処理のために用いた FlexMelPos の

入力と出力、Gnuplot スクリプトは、規制庁が指示する命名法に従いファイル名を設定した

後、成果の一部として保存することとする。また、MELCOR 出力ファイルの PTF ファイル
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に対しては、FlexMelPos を用いて、規制庁が指示するパラメータ以外を削除し圧縮を行うこ

ととする。 

くわえて、以下 1)から 3)について、結果を整理する。 

 

1) 統計パラメータ選定及び再検討の整理 

a. 規制庁が提示する統計パラメータの選定とパラメータセットの作成について、その論

理と経過等について含め整理すること。 

b. 規制庁が提示する別添 1 に示す Step 7（異常終了状況の判断）、Step 8（異常終了ケー

ス数が少数の場合）及び Step 9（異常終了ケース数が多数の場合）における FOM へ

の感度判断及び統計パラメータの再検討について、その論理と経過等について含め整

理すること。 

 

2) 感度解析及び統計評価の整理 

a. ベースケースについて、事故進展について規制庁との打ち合わせに基づき整理するこ

と。 

b. 実施した感度解析について、最新の文献調査結果、下部ヘッド破損、格納容器破損、

ソースターム等の FOM に重要なパラメータをまとめること。 

c. FOM1,FOM2 及び FOM3 に対して実施した統計評価について、それぞれ規制庁が指示

する 10 ケース程度について事故進展も踏まえて整理すること。 

 

3) 統計評価結果の整理 

FOM vs 変数間静的・動的相間係数、変数間因果関係及び 95%信頼水準、95%累積確率値

等の評価について文章と図により整理すること。 
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表 4.1.2 事故進展解析における発生イベント時刻リスト例 

番号 イベント時刻歴 
1 原子炉トリップ時刻 
2 主蒸気隔離(タービントリップ)時刻 
3 主給水停止時刻 
4 SI 信号発信時刻 
5 被覆管破損時刻 
6 炉心損傷時刻 
7 支持板破損時刻 
8 下部ヘッド破損時刻 
9 貫通部破損時刻 
10 MCCI（溶融燃料-コンクリート相互作用）ガス発生時刻 
11 キャビティ破損時刻 
12 格納容器過圧破損時刻 
13 格納容器過温破損時刻 
14 蓄圧注水動作時刻 
15 蓄圧注水動作終了時刻 
16 高圧注入動作時刻 
17 高圧注入動作終了時刻 
18 低圧注入動作時刻 
19 低圧注入動作終了時刻 
20 代替炉心注水動作時刻 
21 代替炉心注水動作終了時刻 
22 格納容器スプレイ動作時刻 
23 格納容器スプレイ動作終了時刻 
24 格納容器内自然対流冷却動作時刻 
25 格納容器内自然対流冷却動作終了時刻 
26 補助給水動作時刻 
27 補助給水動作終了時刻 
28 燃料取替用水タンク枯渇時刻 
29 復水タンク枯渇時刻 
30 淡水源への補給時刻 
31 加圧器逃し弁動作時刻 
32 加圧器安全弁動作時刻 
33 ラプチャディスク開時刻 
34 主蒸気逃し弁動作時刻 
35 主蒸気安全弁動作時刻 
36 TISGTR 発生時刻 
37 HL 破損時刻 
38 サージ管破損時刻 
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表 4.1.3 事故進展解析における時刻歴パラメータ候補（1/2） 

番号 時刻歴パラメータ 
1 被覆管温度 
2 被覆管最大温度 
3 炉心からの FP 放出質量と粒子状デブリ発生時刻 
4 粒子状デブリ温度 
5 粒子状デブリ最大温度 
6 上部プレナム温度 
7 炉心水位 
8 ダウンカマ水位 
9 一次系圧力 
10 一次系配管温度 
11 加圧器水位  
12 加圧器逃がし弁と加圧器安全弁の動作 
13 クエンチタンク圧力 
14 ホットレグ質量流量 
15 ホットレグ温度 
16 主蒸気配管圧力 
17 主蒸気逃がし弁と主蒸気安全弁の流量 
18 二次系水位 
19 主蒸気配管質量流量 
20 主蒸気配管温度 
21 格納容器圧力(CV-UP) 
22 格納容器気相温度 
23 格納容器水位 
24 格納容器液相温度 
25 MCCI 侵食距離 
26 MCCI によるキャビティの非凝縮性ガス発生量 
27 格納容器気相質量 
28 格納容器(CV-UP)気相質量 
29 格納容器(CV-AN)気相質量 
30 格納容器(CV-LOW)気相質量 
31 格納容器(CV-SUMP)気相質量 
32 格納容器(CV-CAV)気相質量 
33 格納容器水素質量 
34 格納容器非凝縮性ガスのモル数 
35 格納容器(CV-UP)非凝縮性ガスのモル数 
36 格納容器(CV-AN)非凝縮性ガスのモル数 
37 格納容器(CV-LOW)非凝縮性ガスのモル数 
38 格納容器(CV-SUMP)非凝縮性ガスのモル数 
39 格納容器(CV-CAV)非凝縮性ガスのモル数 
40 格納容器水素のモル数 
41 格納容器水素の分率(水蒸気を除く) 
42 格納容器水素と一酸化炭素の分率(水蒸気を除く) 
43 崩壊熱 
44 原子炉トリップフラグの起動タイミング 
45 キャビティへのデブリ落下量 
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表 4.1.3 事故進展解析における時刻歴パラメータ候補（2/2） 

グラフ番号 時刻歴パラメータ 
46 炉心からのデブリ放出量 
47 FP の格納容器内の質量分布図(気相と液相と壁面上) 
48 一次系への FP 放出割合 
49 環境への FP 放出割合 
50 環境への FP 放出量 
51 環境への 137Cs 放出 (TBq 及び TBq/h) 
52 環境への 131I 放出 (TBq 及び TBq/h) 
53 環境への 133Xe 放出 (TBq 及び TBq/h) 
54 RHR 配管の 137Cs 放射能 
55 補助建屋液相内の FP 質量 
56 高圧注水系の質量流量 
57 蓄圧注水系の質量流量 
58 低圧注水系の質量流量 
59 補助給水系の給水速度と積算給水量 
60 LOCA 時の漏洩流量 
61 格納容器スプレイの積算注水体積 
62 格納容器スプレイ流速と格納容器(CV-UP)圧力 
63 自然対流冷却系の質量流量 
64 アニュラス浄化系フィルターの除染能力 
65 RWST を水源とする解析体系内への注水量の合計 
66 蓄圧注水系タンクの水位と圧力 
67 解析体系内の水素発生量 
68 全炉心ジルカロイ換算の H2 発生量の比率 
69 燃料棒最大温度 
70 下部ヘッド破損時刻 
71 炉心内の粒子状デブリ質量 
72 キャビティ内のデブリ質量 
73 燃料棒とデブリからの FP 放出割合 
74 格納容器への FP 放出質量 
75 格納容器への FP 放出割合 
76 格納容器(CV-UP)の壁面温度 
77 補助建屋内の水位 
78 SG 伝熱管の圧力とクリープ破損時刻 
79 SG 伝熱管の二次系側壁面温度とクリープ破損時刻 
80 ATWS 時の原子炉出力停止の確認 
81 水素、水蒸気及び空気の三元図（CV-UP） 
82 水素、水蒸気及び空気の三元図（CV-Annulus） 
83 水素、水蒸気及び空気の三元図（CV-Lower） 
84 水素、水蒸気及び空気の三元図（CV-SUMP） 
85 水素、水蒸気及び空気の三元図（CV-CAV） 
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図 4.1.1 代表 3Loop PWR 大 LOCA 解析用 MELCOR2 ノード分割図 -プラント全体 
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図 4.1.2 (a) 代表 3Loop PWR ATWS -TISGTR 解析用 MELCOR2 ノード分割図 -プラント全体- 
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図 4.1.2 (b) 代表 3Loop PWR ATWS -TISGTR 解析用 MELCOR2 ノード分割図 -破断側主蒸気配管及び SG 伝熱管-  
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4.2 MELCOR2 制御関数描画ソフトの整備 
4.2.1 業務の概要 
規制庁が貸与する示すPythonによって作成されたMELCOR2制御関数描画スクリプト(以

下「MEVIOUS」という。)に対して、以下の機能を実装する。なお、プログラミングスタイ

ルは別添３に示すプログラミングスタイルに従うこと。 

 

4.2.2 制御関数の検索 
MEVIOUS によって描画された CF の番号、名前、関数等から検索する機能を実装する。

検索では、上記の CF の番号、名前、関数等の条件を単一若しくは複数設定することを可能

にすること。 

 

4.2.3 制御関数グループ化及び制御関数の番号の変更 
制御関数の従属関係から、MEVIOUS においてグループ化する機能を実装する。これらに

よってグループ化された制御関数には複数の制御関数に従属なものがある。それを踏まえ

て上で、制御関数の番号を再設定する機能を実装すること。 

 

4.2.4 MEVIOUS による MELCOR 入力作成 
上記によって再設定された制御関数の番号は、MELCOR 入力に上書きする機能を実装す

ること。 

 

4.2.5 MEVIOUS による描画 
複数制御関数のつながりにより形成される制御ロジックの描画については、以下の２モ

ードを実装する。シート内に、制御関数がコンパクトに収まるように、折り曲げ、段違い枝

分かれ（図 4.2.1 参照）、交差段違い（図 4.2.2 参照）を用いて制御要素を配置するため、ユ

ーザーが設定した配置を保存し、保存ファイルを読み込むことで設定された配置に変更す

る機能を実装すること。 

 

A：一括描画：全制御ロジックを一枚のシートに描画する。 

B：分割描画：グループごとにて複数枚のシートに分けて表示する。 

 

4.2.6 結果の整理 
報告書本文には、規制庁との打ち合わせの結果を反映したプログラム設計について記載

する。また、別冊として「プログラムマニュアル」及び「ユーザーマニュアル」を作成する。 

ここで、「プログラムマニュアル」は、ファイルとのデータ受け渡し、サブルーチンコー

ル樹形図、サブルーチン処理内容、主要変数等についてまとめる。「ユーザーマニュアル」

は処理内容、入力、出力、使用上の注意等についてまとめる。 
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図 4.2.1 折り曲げ /段違い枝分かれの例   
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x 84.4

x 1.0

”FCN7-932”

TAB 932

SCAL=1.0
ADD=0.0
INI= XXXXX ”ABS(FLOW/SPE-922)”

ABS 922

SCAL=1.0
ADD=0.0
INI= XXXXX

ABS(ω/ω0 ÷ v/v0 )

ABS(v/v0 ÷ω/ω0)

“PUMP-CURVE7”TF

ホモロガス曲線１

x 84.4

x 1.0

速度正である場合のヘッド計算部

速度負である場合のヘッド計算部

ホモロガス曲線２

x 1.0

x 1.0

速度が正になるとTrue

コールドレグ液相順流
の場合

コールドレグ液相逆流
の場合

コールドレグ順流・逆流

二相流補正

二相ヘッド補正項
計算部

定格ヘッド

定格ヘッド

定格ヘッド

定格ヘッド

折り曲げ
段違い枝分かれ

分割点

分割点

分割点
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図 4.2.2 交差枝分かれの例  

True

False

True

False

MUL 1299

“A-HPI-VL-112’
SCAL=1.0
ADD=0.0
INI=0.0

MUL 1399

“B-HPI-VL-212’
SCAL=1.0
ADD=0.0
INI=0.0

Loop-A  HPI

Loop-B  HPI

XXXX

”C_A-HPI-ON/OFF”

L-A-IFTE 1252

SCAL=1.0
ADD=0.0
INI=0.0

a2

a3

a1

A系統・B系統の選択

XXXX

”C_B-HPI-ON/OFF”

L-A-IFTE 1352

SCAL=1.0
ADD=0.0
INI=0.0

a2

a3

a1

A系統・B系統の選択

XXXX

”C_HPI-START”
SCAL=1.0
ADD=0.0
INI=0.0 ULB=[0:1]

L-A-IFTE 1230

SI信号による通常HPI起動信号

XXXX

”C_INJ-RWSP-TOT”

L-A-IFTE 1049

SCAL=1.0
ADD=0.0
INI=1.0 ULB=[0:1]

RWST+CST水源計算

XXXX

”C_HPI-SC-CTRL”

L-A-IFTE 1250

SCAL=1.0
ADD=0.0
INI=0.0

a2

a3

a1
XXXX

自己冷却の自動制御/手動起動

”C_HPI-IM-CTRL”

L-A-IFTE 1220

SCAL=1.0
ADD=0.0
INI=0.0

a2

a3

a1

加圧器水位による手動制御

XXXX

”C_HPI-SMP-HI-STP”

MAX 1206

SCAL=1.0
ADD=0.0
INI=0.0

a2

a1 XXXX

サンプ水位77％による停止制御

L-A-IFTE 1289

“C_A-HPI-VL2’
SCAL=1.0
ADD=0.0
INI=0.0

L-A-IFTE 1389

“C_B-HPI-VL2’
SCAL=1.0
ADD=0.0
INI=0.0

XXXX

f(x)

L-GT 1287

“C_HPI-FILL-7’
LIV=FALSE

充てんモード注入特性
(m3/s)

充てんモードがONで流
量が0.0以上であればTrue

f(x)

XXXX

XXXX

分割点

分割点

分割点
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4.3 技術資料の作成  
上記の 4.1 から 4.2 項までの作業内容を取りまとめ、技術資料を作成する。  
4.1 に記載した統計評価により、多数の解析結果が同時に得られるが、この全

てについて描画した結果を報告書にまとめるのではなく、FlexMelPos の入力、

出力される flexout.dat 及び Gnuplot スクリプトファイルは、規制庁が指示する

命名法に従いファイル名を設定した後、成果の一部として保存する。  
令和 7 年 2 月 28 日（金）までに、作成した技術資料（案）を用いて報告を

行う。技術資料の作成の際は下記に留意すること。  
・  用語、略号は統一し、一般的でない部分は初出のところで説明する。特殊な

用語に対しては用語集をつける。  
・  SI 単位を原則とする。  
・  基礎式、相関式を正確に記述し、必要な場合は引用文献を示し説明をつける。  
・  オリジナリティ、著作権に関わる部分は引用文献を明記し補足があれば注記

する。  
・  作業内容の根拠となる各種図表を掲載し、上記実施項目で要求している説明、

記録などを含めること。  
・  解析結果の主要なグラフは、規制庁の指定するグラフ描写ソフト (Microsoft 

Excel など )を用いて作成すること。  
 
5. 実施工程  

 
実施工程を以下に示す。  

〔  実 施 工 程  〕  
章  タイトル  令和5年  令和6年  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
4.1 代表3Loop PWRを用

いたソースターム統

計評価  

            

4.2 MELCOR2制御関数

描画ソフトの整備  
            

4.3 技術資料の作成  
 
 

            

                  
        
6. 実施場所  

本作業は規制庁東京都港区六本木一丁目９番９号六本木ファーストビル１９階

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ SE 室にて行う。4.2 
MELCOR2 制御関数描画ソフトの整備における作業は受注者の作業場所にて行う。

ただし、規制庁が貸与する MELCOR の入力及び出力は SE 室からの持ち出しは不

可とする。  

最終報告  
 

ドラフト報告  
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7. 実施体制及び実施責任者  
（１）  実施体制  

受注者は実施体制図を発注者に提出すること。  
（２）  実施責任者  

（a）  発注者側：原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ  
安全技術管理官（シビアアクシデント担当）  

（b）  受注者側：本事業を統括する実施責任者の役職、氏名を実施体制図に明示  
すること。  
 

8. 納入品目、数量、納入時期及び納入場所  

（１）提出図書  
受注者が規制庁の承認を受けるため、または規制庁に報告するために提出

する図書、書類の提出時期及び部数は、次のとおりとする。  

提 出 図 書 一 覧 

 提 出 書 類 
提出 
部数 *1 

提 出 期 日 承認  備考  

1 実施体制図 １ 受注時及び変更時 要   
2 情報セキュリティに関する書面 1 受注時  *2 

3 実施計画書 1 
受注後 1 週間以内 
及び変更時 

要  *3 

4 品質保証活動計画書 1 受注後 1 週間以内 要  *4 
5 品質保証活動確認書 1 納入時 要  *5 
6 技術資料 3 納入時 要  *6 
7 納品書 1 納入時   
8 完了届 1 納入時   

*1：承認返却分を含まない。  
*2：11． (1)参照  
*3：工程表を含む。  
*4：9．参照  
*5：品質保証活動計画書に基づいて行う品質保証の活動記録を示したもの。  
*6：納入媒体については、電子媒体として、規制庁が指定した方法で提出するこ

と。  
 

（２）納入時期及び納入場所  
a.納入時期 ：令和７年３月２１日  
b.納入場所 ：原子力規制委員会原子力規制庁  

長官官房技術基盤グループ シビアアクシデント研究部門  
東京都港区六本木一丁目９番９号   
六本木ファーストビル１５階  
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9. 品質保証活動  
品質保証活動計画書には次の事項を記載すること。  

品質保証活動計画書には次の事項を記載すること。  
（１）  品質管理体制  

 受注業務に対する品質を確保するための、十分な体制が構築されている

こと。  
 品質管理部署は作業実施部署と独立していること。  
 実施責任体制が明確となっていること（実施責任者と品質管理責任者は

兼務しないこと）。  
（２）  品質管理の具体的な方策  

受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業

に関する方法（チェック時期及びチェック内容）が明確にされていること。  
（３）  担当者の技術能力  

業務に従事する者の技術能力を明確にすること。  
 
受注者は品質保証活動計画書に基づいて品質保証活動を行い、成果物の納入

時に品質保証活動確認書を提出すること。また、原子力規制庁担当者が必要に

応じて行う品質管理作業に関する監査を受け入れること。  
 

10. 検収条件  

 本仕様書に記載の内容を満足し、8.に記載の提出書類が全て提出されていること

が確認できることをもって検収とする。  
 
11. 情報セキュリティの確保  

受注者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。  
（１）  受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係わる情報セキュリティ対

策とその実施方法及び管理体制について規制庁担当者に書面で提供する

こと。  
（２）  受注者は、規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情

報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための処置を講じること。  
（３）  受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報

セキュリティ対策の履行が不十分とみなされたときまたは受注者におい

て請負業務に係わる情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応

じて規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れ

ること。  
（４）  受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により

不要になった場合には、確実に返却しまたは廃棄すること。  
また、請負業務において受注者が作成した情報については、規制庁担当か

らの指示に応じて適切に廃棄すること。  
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（５）  受注者が、規制庁の SE 室において作業を実施する場合には、別紙に示す

「SE 室利用に当っての遵守事項」に従うこと。  
 
（参考）原子力規制委員会情報セキュリティポリシー  

https://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf 
 
12. その他  
（１）  受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事項が生じ

たとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、規制庁担当者と

速やかに協議をし、その指示に従うこと。また、規制庁担当者と協議後、

決定した事項については議事録を作成すること。  
（２）  作業責任者は、規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能

で、かつ業務において良好な信頼関係が保てること。  
（３）  業務上不明な事項が生じた場合は、規制庁担当者に確認の上、その指示に

従うこと。  
（４）  常に、規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提

供すること。  
（５）  業務管理責任者は、提出した実施体制を常に確保するとともに、当該作業

の進捗状況等について確認し、規制庁担当者に定期的に報告すること。ま

た、実施工程に変更があった場合は、速やかに規制庁担当者に提出するこ

と。  
（６）  SE 室で作業を行う場合は、規制庁が指定した方法で作業報告を行うこ

と。  
（７）  本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点

で、規制庁に移転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業

所有権またはノウハウを実施・使用にするときは、その実施・使用に対す

る一切の責任を負う。  
（８）  成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は

無償で速やかに必要な事項を講ずること。  
（９）  規制庁担当者が抜き打ち的手法等による検査または監督を行う場合がある

ので、受注者は協力すること。   
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別紙 

ＳＥ室利用に当たっての遵守事項 

ＳＥ室の利用に当たっては下記の事項を遵守すること。 
 
１．利用事項 
（１）ＳＥ室の利用時間は、原則、平日午前９時３０分から午後６時００分までと

する。 
（２）上記（１）以外に利用する者は、別に定める原子力規制庁担当職員等（以下

「担当職員」という。）に確認をする。 
（３）なお、当日ＳＥ室を利用する場合、事前に担当職員に連絡し確認する。 
 
２．注意事項 
（１）ＳＥがＳＥ室を利用するに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。 
   一 かばん類、記憶機器等（携帯電話を含む）の持込み（ただし、原子力規

制庁の許可を得た場合は除く。） 
   二 危険物等の持込み 

三 無許可者の入室 
   四 飲食可能エリア以外での飲食 

五 喫煙 
   六 ＳＥ室備付品の移動 
   七 作業目的以外のＳＥ室の利用 
（２）ＳＥ室に入室する際は、あらかじめ、担当職員より配付した「ＳＥ室使用許

可登録証」を携行すること。 
（３）ＳＥ室で知り得たデータ・情報等は外部に漏らしてはならない。 
（４）ＳＥ室に入室するために貸与したカード等は、担当職員に当日返却しなけれ

ばならない。 
 
３．備え付けロッカーの利用 
  かばん類、記憶機器等を収納するために備え付けのロッカーを利用することが

できる。利用に当たっては以下の事項に留意すること。 
（１）貴重品、危険物、ロッカーを汚染・き損するおそれのあるもの又はその他保

管に適さないものをロッカーに収納することは禁ずる。 
（２）ロッカーの収容品に滅失又はき損等の損害が生じた場合、原子力規制委員会

はその賠償の責任を負いかねる。 
（３）ロッカーを破損した場合又は他のロッカーの収容品に損害を与えた場合、使

用者が原子力規制委員会又は第三者に与えた損害は使用者が賠償の責を負う。 
（４）退室時、使用したロッカー内に忘れ物等がない事を確認し、ロッカーの鍵は開

けた状態で退室する。
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統計評価システム手順書 

 
統計評価システムの行程は図１における Step1 から Step12 のとおりである。 

 Step 1：統計パラメータの選択及び確率分布の設定 

本項目は規制庁が実施し、受注者はそれを作業に組み込む。表 4.1.1 に示す PWR シビアアクシ

デントの包括的統計パラメータ（案）などを参照して、統計パラメータとそれらに対応する

MELCOR 入力を選定する。これらに対して、既往研究及び文献などを参考として確率分布及び上

下限を設定する。 

 

 Step 2：n 組のパラメータセットの作成 

本項目は規制庁が実施し、受注者はそれを作業及び報告書に組み込む。Step 1（統計パラメータ

の選択及び確率分布の設定）の結果を規制庁が貸与するパラメータサンプリングコード LATINA

に入力し、50 個程度のパラメータセットを作成する。また、サンプリングの方法はラテン・ハイ

パーキューブ法とする。 

 

 Step 3：代表 3Loop PWR ATWS TISGTR 解析用ベース入力の作成 

本項目は規制庁が実施し、受注者はそれを作業及び報告書に組み込む。規制庁が所有する代表

3Loop PWR の入力を貸与し、事業者は、このベース入力にホットレグ高温側のクリープ破損及び

加圧器サージ管のクリープ破損計算機能を追加し、ATWS -TISGTR 解析用ベース入力を作成する。

本モデルのプラント全体ノード分割を図 4.1.2 (a)に、破断側主蒸気配管及び SG 伝熱管ノード分割

を図 4.1.2 (b)示す。 

 

 Step 4：MELCOR2 入力の自動作成 

本作業は受注者が実施する。Step 3（代表 3Loop PWR ATWS -TISGTR 解析用ベース入力の作成）

において受注者が作成した ATWS TISGTR 解析用ベース入力に基づき Step 2（n 組のパラメータセ

ットの作成）のパラメータセットに対応する n=50 個（ラテン・ハイパーキューブ法）の入力セッ

トを作成する。 

パラメータの中には、ホットレグの幾何形状のように、複数のコントロールボリューム及びフ

ローパス入力項目に影響が及ぶものがある。注水マネジメントについては、多くの制御関数に影

響が及ぶ。さらに、パラメータ間の相互関係を考慮すべきものもある。そのため、この入力セッ

トの作成は自動化することとし、n 組のパラメータセットとベース入力を n 組の入力セットを生

成する Python スクリプトにより実現する。本プログラムは、PWR、BWR を問わず、広範なシー

ケンスに対応できるようにするために備えるべき構造については、規制庁と協議した上で文書と

してまとめる。また、プログラミングスタイルは 4.2.3 を参照すること。 

本 Python スクリプトは受注者が作成するものとするが、規制庁が所有する同種の Python スク

リプトの変更により効率的に作成することができる場合には、それを活用してもよい。 
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 Step 5：MELCOR2 複数ケース実行スクリプト作成 

本作業は受注者が実施する。受注者は以上の Step 1（統計パラメータの選択及び確率分布の設

定）から Step 4（MELCOR2 入力の自動作成）によって作成された n 組の入力セットを実行するス

クリプトを作成する。 

 

 Step 6：MELCOR2 による複数ケースの実行 

本作業は受注者が実施する。規制庁が貸与する MELCOR2 を用いて、上記スクリプトにより複

数解析を実行する。 

 

 Step 7：異常終了状況の判断（注記 1） 

本作業は受注者が実施する。異常終了とその内容に基づく規制庁の指示に基づき以降の Step 8

（異常終了ケース数が少数の場合）、Step 9（異常終了ケース数が多数の場合）及び Step 10（n 組

の解析結果セットの保存）の処理を実施する。 

 

 Step 8：異常終了ケース数が少数（注記 2）の場合 

本作業は受注者が実施する。規制庁の指示に基づき一部入力及び統計パラメータを再設定し

Step 4（MELCOR2 入力の自動作成）に戻る。 

 

 Step 9：異常終了ケース数が多数（注記 2）の場合 

本作業は受注者が実施する。規制庁の指示に基づき全ての統計パラメータを再設定し Step 1（統

計パラメータの選択及び確率分布の設定）に戻る。（注記 3） 

 

 Step 10：n 組の解析結果セットの保存 

本作業は受注者が実施する。実行結果である*.OUT、*.MES、*.PTF は規制庁が後処理プログラ

ム FlexMelPosの動作のために決めた命名法に応じてファイル名を変更して成果の一部として入力

及び実行スクリプトを保存する。 

 

 Step 11：後処理 

本作業は受注者が実施する。規制庁が貸与する後処理プログラム FlexMelPosを用いて、可視化、

Figure-of-Merit(以下「FOM」という。) vs 変数間静的・動的相間係数、変数間因果関係及び 95%信

頼水準・95%累積確率値の評価を実施する。FOM としては表 4.1.2 に示すものを適用する。具体的

作業内容は 4.1.2 に記載する。 

 

12）Step 12：感度に基づく統計パラメータの再設定 

受注者が実施する。Step 11（後処理）において得られる FOM vs 統計パラメータ間静的・動的

相間の関係から、FOM に対する影響度を定量化し、その結果に基づき規制庁が影響の小さいパラ

メータを選定し、Step 1（統計パラメータの選択及び確率分布の設定）に戻り全ての統計パラメー

タを再検討し Step 4（MELCOR2 入力の自動作成）までを実施する。 

- 33 -



別添１ 

21 

これにより、MELCOR2 入力セット自動生成プログラムが、このような統計パラメータ見直し

サイクルに適用できることを確認する。 

 

注記１： Step 7 までの段階ではプロット描画などの後処理は行わず、正常終了と異常終

了（可能な限りどのような異常かを記録する）のみとする。 

注記２： 少数であることの判断条件は規制庁が与える。 

注記３： ここでパラメータとは、Step 1 にて選択するパラメータを意味し、入力とはタ

イムステップサイズなど、パラメータとは関係のない MELCOR 入力を意味す

る。 
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図 1 代表 3Loop PWR MELCOR2 モデルを用いた統計評価システムの作業流れ図 

 

LATINA直接Monte Carlo法
又は Latin Hyper Cube法
に基づく統計パラメータのサンプリング

パラメータ１：確率分布、上限、下限

パラメータ２：確率分布、上限、下限

パラメータ n：確率分布、上限、下限

.

.

.

n組のパラメータセット

MELCOR2入力セット
自動生成プログラム

MELCOR2複数ケース
実行スクリプト

異常終了ケース数？ 多数である。

全パラメータの選択を再検討

少数である。

一部入力及びパラメータを再検討

n組の解析結果セット

FlexMelPos

可視化
FOM vs 統計パラメータ間静
的・動的相間係数
変数間因果関係
Wilks定理による評価

規制庁が貸与するソフト

受注者が作成するソフト注

注：これらのソフトについては、
規制庁が所有する機能が類似す
る既存ソフトを貸与し、それを
もとに拡張してよい。

Gnuplot

上記以外のソフト
（Public domainソフト等）

MELCOR2.2

ディスプレイ 又は
png形式の描画結果

処理結果の
レポート

Step 1

Step 2

Step 4

Step 5

Step 6

３ループPWR ATWS -TISGTR
解析用ベース入力の作成

Step 3

Step 10

Step 7

Step 8

Step 9

Step 11

Step 12

Step n 規制庁が実施し、結果を提供する。

Step n 受注者が実施する。

後処理
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PWR 用包括的統計パラメータ（案）及び確率分布の例 
 

表 1  PWR 用包括的統計パラメータ（案）及び確率分布の例 

# パラメータ 現象カテゴリ 
MELCOR2 入力 

先行研究における設定 
本研究での選択例 確率分布*1 出典*2 

1 FP 放出率に

対する補正係

数 

RN 挙動 C7102(1)/(2) 

CORSOR-M の Arrhenius 式のパ

ラメータ k0, Q 

C7103 

放出率のスケーリング係数 

本作業では CORSOR-BOOTH を用

いるので、Param44 との関係にて検

討する。基本的考え方として、 

C7102→C7106(1)/(2)/(4) 

C7103→C7103 

のように対応させる。 

ただし、CORSOR-Booth ではクラ

スごとにデフォールト値が決まっ

ているので、それを前提に変更す

る。 

対数正規分布 H19 既 往

研究 

2 燃 料 から の

FP 放出モデ

ル 

RN 挙動 ICRLSE 

-2 : CORSOR-M（面積比考慮） 

-3：COSOR-BOOTH（高燃焼度燃

料） 

本作業では CORSOR-BOOTH を用

いるので、原則として-3 に固定す

る。 

N/A H19 既 往

研究 

3 放射性物質の

相平衡に対す

る補正係数 

RN 挙動 C7110(2)/(3)/(4) 

各クラスの再蒸発特性に係る飽

和蒸気圧を与える式の感度パラ

メータを設定 

変更なし。 対数正規分布 H19 既 往

研究 

4 放射性物質の

水溶性 

RN 挙動 C7170(3)/(4) 

CsOH 及び CsI について溶解度を

変更なし。 対数正規分布 H19 既 往

研究 
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表 1  PWR 用包括的統計パラメータ（案）及び確率分布の例 

# パラメータ 現象カテゴリ 
MELCOR2 入力 

先行研究における設定 
本研究での選択例 確率分布*1 出典*2 

設定 

5 ジルカロイ酸

化速度補正係

数 

RPV 内事故進展 

水素発生量 

C1001(1)/(2)/(3)/(4) 

ジルコニウム酸化特性に係る

Urbanic-Heidrick モデルにおける

２セット合計４パラメータを設

定 

Param5 と Param20 のいずれかを採

用する。 

対数正規分布 H19 既 往

研究 

6 破断口面積 シーケンス依存 制御関数 

破断本数を区分一様分布により

設定 

TISGTR の場合、破断面積と破断位

置がスクラビングの観点から重要

であり、これを考慮できるように

パラメータを２個選択する。 

区分一様分布 H19 既 往

研究 

CSGTR 

7 キャビティデ

ブリ内部から

表面への熱伝

達係数 

CV 内事故進展 HTRINT 

CORCON-MOD3の標準モデルに

乗じる係数として設定 

MCCI モデルパラメータが整備さ

れていることもあり、より適した

パラメータに変更することも考え

られる。 

対数正規分布 H19 既 往

研究 

8 キャビティデ

ブリの混合モ

デル 

CV 内事故進展 MIXING 

-1：機構論的混合モデル 

+1：完全混合モデル 

のいずれかを区分一様分布にて

設定 

現在の MCCI モデルパラメータが

整備では、完全混合に固定されて

いるので、このパラメータを不採

用とする。 

N/A H19 既 往

研究 

9 加圧器逃がし

安全弁固着サ

シーケンス依存 制御関数 

Surry 炉仕様に基づき設定 

国内プラントとの相違を考慮して

設定する。 

β分布 UC-

SOARCA 
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表 1  PWR 用包括的統計パラメータ（案）及び確率分布の例 

# パラメータ 現象カテゴリ 
MELCOR2 入力 

先行研究における設定 
本研究での選択例 確率分布*1 出典*2 

イクル数 

10 加圧器逃がし

安全弁開度 

シーケンス依存 制御関数 

Surry 炉仕様に基づき設定 

国内プラントとの相違を考慮して

設定する。 

区分一様分布 UC-

SOARCA 

11 主蒸気逃がし

安全弁固着サ

イクル数 

シーケンス依存 制御関数 

Surry 炉仕様に基づき設定 

国内プラントとの相違を考慮して

設定する。 

β分布 UC-

SOARCA 

12 主蒸気逃がし

安全弁開度 

シーケンス依存 制御関数 

Surry 炉仕様に基づき設定 

国内プラントとの相違を考慮して

設定する。 

区分一様分布 UC-

SOARCA 

13 RCPシール漏

えい量 

シーケンス依存 制御関数 

Surry 炉仕様に基づき設定 

漏えい流量についての区分一様

分布にて考慮 

TISGTR の観点からは放出量を低

減する効果があると考えられる。 

IS-LOCA の観点からは放出量を増

加する効果があると考えられる。 

国内の審査実績などを考慮して設

定する。 

区分一様分布 UC-

SOARCA 

14 伝熱管温度分

布 

シーケンス依存 制御関数 

Larson-Millar クリープモデルが

参照する温度の調整係数を設定 

PWR に関する CFD 解析結果に

基づき検討 

後述する TISGTR 専用パラメータ

と効果が重畳しないように注意し

て設定する。 

β分布 UC-

SOARCA 

15 伝熱管温度欠

陥 

シーケンス依存 制御関数 

Larson-Millar クリープモデルが

米国と国内の伝熱管検査の基準差

異などを考慮して設定する。 

区分線形分布 UC-

SOARCA 
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表 1  PWR 用包括的統計パラメータ（案）及び確率分布の例 

# パラメータ 現象カテゴリ 
MELCOR2 入力 

先行研究における設定 
本研究での選択例 確率分布*1 出典*2 

参照する応力の応力集中係数を

設定 

伝熱管検査実績等から検討 

16 主蒸気隔離弁

漏えい量 

シーケンス依存 制御関数 

BWR の Tech. Spec.から類推して

設定 

適切な情報源を調査した後設定す

る。 

一様 UC-

SOARCA 

17 ジルカロイ溶

融開始温度 

RPV 内事故進展 C1131(2) 

ジ ル カ ロ イ 物 性 及 び Peach 

Bottom２解析実績に基づく設定 

変更なし。 β分布 UC-

SOARCA 

18 溶融被覆管流

下率 

RPV 内事故進展 C1141(2) 

CORA などの知見も基づき設定 

変更なし。 対数三角分布 UC-

SOARCA 

19 ZrO2 と UO2

の共晶反応温

度 

RPV 内事故進展 C1132(2) / MP_RPC 

VERCOR などの知見に基づき設

定 

変更なし。 正規分布 UC-

SOARCA 

20 サイクル中の

事故発生時点 

RPV 内事故進展 DCH 

事故が発生した時点の崩壊熱、

Cs、I インベントリを考慮。 

ORIGEN 解析によりデータベー

スを作成 

現状ではツールが整備できていな

いので設定しない。 

単に崩壊熱のみを統計パラメータ

に設定することは現時点では考え

ない。 

区分一様 UC-

SOARCA 

21 金属酸化 RPV 内事故進展 C1001(1)/(2)/(3)/(4) 

U-H / L-S /C-P という 3 種類の酸

Param5 と Param20 のいずれかを採

用する。 

区分一様分布 UC-

SOARCA 
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表 1  PWR 用包括的統計パラメータ（案）及び確率分布の例 

# パラメータ 現象カテゴリ 
MELCOR2 入力 

先行研究における設定 
本研究での選択例 確率分布*1 出典*2 

化式を区分一様分布にて考慮。 

22 水素燃焼濃度 CV 内事故進展 BUR_COM 

上方/水平/下方の燃焼確率につ

いて設定 

このパラメータを不採用とする。 区分一様分布 UC-

SOARCA 

23 設計率係数 CV 内事故進展 制御関数 

米国漏えい試験実績に基づき設

定 

変更なし。 区分線形 UC-

SOARCA 

24 CV フラジリ

ティ 

CV 内事故進展 制御関数 

限界圧力について実験の知見に

基づき設定 

国内プラントの設計を考慮して設

定する。 

β分布 UC-

SOARCA 

25 CV 対流熱伝

達 

CV 内事故進展 XHTFCL 

CONTAIN コードの実績に基づ

き設定 

変更なし。 三角分布 UC-

SOARCA 

26 ヨウ素化学形

態 

RN 挙動 DCH_EL 

NUREG-1465, Phebus-FPT などを

ベースに I2、CsI の割合、ギャッ

プ存在割合を設定 

変更なし。 対数正規分布 UC-

SOARCA 

27 セシウム化学

形態 

RN 挙動 DCH_EL 

Phebus-FPT などをベースに Cs、

CsI 及び CsM の割合並びにギャ

ップ存在割合を設定 

変更なし。 β分布 UC-

SOARCA 
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表 1  PWR 用包括的統計パラメータ（案）及び確率分布の例 

# パラメータ 現象カテゴリ 
MELCOR2 入力 

先行研究における設定 
本研究での選択例 確率分布*1 出典*2 

28 粒子動的形状

係数 

RN 挙動 CHI 

Kasper などの実験データに基づ

き設定 

PSI-Phebus におけるパラメータと

の関係性を考慮して検討する。 

β分布 UC-

SOARCA 

29 SG2 次側除染

係数 

シーケンス依存 

RN 挙動 

FL （SPARC90 関連） 

RN（乱流沈着関連） 

SG 破 損 位 置 と 除 染 係 数 を

ARTIST 実験データに基づき設

定 

未定。 

実施時までに指示する。 

区分線形 UC-

SOARCA 

30 ジルカロイ酸

化速度補正係

数 

RPV 内事故進展 

圧力容器内発熱

量 

Param5 と同様 Param5 と同様。 対数正規分布 H11 既 往

研究 

31 ホットレグ‐

加圧器・2 本

のサージ管幾

何形状 

シーケンス依存 

(TISGTR) 

RPV 外事故進展 

CVH/FL 

2 本のサージ管の形状・熱構造体 

変更なし。 正規分布 H11 既 往

研究 

32 ホットレグ‐

加圧器・2 本

のサージ管熱

水力的条件１ 

シーケンス依存 

(TISGTR) 

RPV 外事故進展 

CVH/FL 

2 本のサージ管の流動抵抗 

変更なし。 ワイブル分布 H11 既 往

研究 

33 ホットレグ‐

加圧器・2 本

シーケンス依存 

(TISGTR) 

CVH/FL  

2 本のサージ管の気液摩擦係数 

変更なし。 正規分布 H11 既 往

研究 
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表 1  PWR 用包括的統計パラメータ（案）及び確率分布の例 

# パラメータ 現象カテゴリ 
MELCOR2 入力 

先行研究における設定 
本研究での選択例 確率分布*1 出典*2 

のサージ管熱

水力的条件２ 

RPV 外事故進展 

34 ホットレグ上

下パス幾何形

状 

シーケンス依存 

(TISGTR) 

RPV 外事故進展 

CVH/FL 

ホットレグ上下パスの形状・熱

構造体 

変更なし。 正規分布 H11 既 往

研究 

35 SG 伝熱管上

昇側・下降側

幾何形状 

シーケンス依存 

(TISGTR) 

RPV 外事故進展 

CVH/FL  

SG 伝熱管上昇側・下降側の形状・

熱構造体 

変更なし。 正規分布 H11 既 往

研究 

36 SG 入口プレ

ナム 4 本の出

口パス幾何形

状 

シーケンス依存 

(TISGTR) 

RPV 外事故進展 

CVH/FL  

SG 入口プレナム 4 本の出口パス

の形状・熱構造体 

変更なし。 正規分布 H11 既 往

研究 

37 SG 入口プレ

ナム 4 本の入

口パス幾何形

状 

シーケンス依存 

(TISGTR) 

RPV 外事故進展 

CVH/FL  

SG 入口プレナム 4 本の出口パス

の形状・熱構造体 

変更なし。 正規分布 H11 既 往

研究 

38 SG 入口プレ

ナム 4 本の出

口パス熱水力

的条件 

シーケンス依存 

(TISGTR) 

RPV 外事故進展 

CVH/FL  

SG 入口プレナム 4 本の出口パス

流動抵抗 

変更なし。 ワイブル分布 H11 既 往

研究 

39 SG 入口プレ シーケンス依存 CVH/FL  変更なし。 ワイブル分布 H11 既 往
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表 1  PWR 用包括的統計パラメータ（案）及び確率分布の例 

# パラメータ 現象カテゴリ 
MELCOR2 入力 

先行研究における設定 
本研究での選択例 確率分布*1 出典*2 

ナム 4 本の入

口パス熱水力

的条件 

(TISGTR) 

RPV 外事故進展 

SG 入口プレナム 4 本の入口パス

流動抵抗 

研究 

40 SG 伝熱管内

熱水力的条件 

シーケンス依存 

(TISGTR) 

RPV 外事故進展 

CVH/FL  

SG 伝熱管内の気液摩擦係数 

変更なし。 正規分布 H11 既 往

研究 

41 上部プレナム

‐上部ヘッド

パスの熱水力

的条件 

シーケンス依存 

(TISGTR) 

RPV 内事故進展 

CVH/FL 

上部プレナム‐上部ヘッドパス

の流動抵抗 

変更なし。 ワイブル分布 H11 既 往

研究 

42 SG 伝熱管ク

リープ特性 

シーケンス依存 

(TISGTR) 

RPV 外事故進展 

CF / LM-CREEP 

SG 伝熱管の Larson‐Miller モデ

ルパラメータ 

Param35-40 との関係を考慮し設

定。 

正規分布 CSGTR 

43 SG 伝熱管応

力集中係数 

シーケンス依存 

(TISGTR) 

RPV 外事故進展 

CF / PIPE-STR 

SG 伝熱管の欠陥を考慮した応力

集中係数を設定 

変更なし。 正規分布 CSGTR 

44 HL クリープ

特性 

シーケンス依存 

(TISGTR) 

RPV 外事故進展 

CF / LM-CREEP  

HL 配管の Larson‐Miller モデル

パラメータ 

Param31-34 との関係を考慮し設

定。 

正規分布 CSGTR 

45 サージ管クリ

ープ特性 

シーケンス依存 

(TISGTR) 

CF / LM-CREEP 

サージ管の Larson‐Miller モデ

Param31-34 との関係を考慮し設

定。 

正規分布 CSGTR 
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表 1  PWR 用包括的統計パラメータ（案）及び確率分布の例 

# パラメータ 現象カテゴリ 
MELCOR2 入力 

先行研究における設定 
本研究での選択例 確率分布*1 出典*2 

RPV 外事故進展 ルパラメータ 

46 燃 料 から の

FP 放出モデ

ル 

RN 挙動 C7103 

Cs/Ba/Te/Mo/CsM/CsI について放

出率のスケーリング係数を設定 

Param1 との関係性を考慮した上で

調整する。 

一様 PSI-Phebus 

47 粒子サイズ RN 挙動 DMIN 

粒子サイズセクション下限値 

Param28 との関係性を考慮した上

で調整する。 

一様 PSI-Phebus 

48 粒子ノミナル

密度 

RN 挙動 RHONOM 

凝縮水を含むことから 1000 

kg/m3 を下限と設定 

Param28 との関係性を考慮した上

で調整する。 

一様 PSI-Phebus 

49 粒子動的形状

係数 

RN 挙動 CHI 

Param28 とは異なる研究成果に

基づき検討 

Param28 との関係性を考慮した上

で調整する。 

一様 PSI-Phebus 

50 粒子凝集形状

係数 

RN 挙動 GAMMA 

粒子形状が異形であることを考

慮 

Param28 との関係性を考慮した上

で調整する。 

一様 PSI-Phebus 

51 粒子 -気流場

スリップ係数 

RN 挙動 FSLIP 

Davies の知見を上限とした不確

かさを考慮 

Param28 との関係性を考慮した上

で調整する。 

一様 PSI-Phebus 

52 その他の粒子

動的定数１ 

RN 挙動 TURBDS 

乱流エネルギ逸散率 

Powers などの研究に基づき設定 

Param28 との関係性を考慮した上

で調整する。 

一様 PSI-Phebus 
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表 1  PWR 用包括的統計パラメータ（案）及び確率分布の例 

# パラメータ 現象カテゴリ 
MELCOR2 入力 

先行研究における設定 
本研究での選択例 確率分布*1 出典*2 

53 その他の粒子

動的定数 2 

RN 挙動 TKGOP 

気流場と粒子の熱伝導率比 

Powers などの研究に基づき設定 

Param28 との関係性を考慮した上

で調整する。 

一様 PSI-Phebus 

54 その他の粒子

動的定数 3 

RN 挙動 FTHERM 

熱吸収係数 

Powers などの研究に基づき設定 

Param28 との関係性を考慮した上

で調整する。 

一様 PSI-Phebus 

55 その他の粒子

動的定数 4 

RN 挙動 DELDIF 

拡散境界層厚さ 

Powers などの研究に基づき設定 

Param28 との関係性を考慮した上

で調整する。 

一様 PSI-Phebus 

56 RHR 配管乱

流沈着 

シーケンス依存 

(IS-LOCA) 

RN 挙動 

N/A RN1_TURB / RN1_TDS 

Woods モデル、INL モデル等の文

献を調査し、規制庁がパラメータ

の確率分布を判断する。 

正規分布 新 規 追 加

項目 

57 SG 伝熱管内

外乱流沈着 

シーケンス依存 

(TISGTR) 

RN 挙動 

N/A RN1_TURB / RN1_TDS 

Woods モデル、INL モデル等の文

献を調査し、規制庁がパラメータ

の確率分布を判断する。 

正規分布 新 規 追 加

項目 

58 WIM*3 シーケンス依存

RPV 内事故進展 

CV 内事故進展 

RN 挙動 

N/A 炉心注水、CV スプレイの有無、タ

イミング、トータル水量等につい

て複数の WIM を設定し、区分一様

分布を利用してサンプリングす

区分一様 新 規 追 加

項目 
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表 1  PWR 用包括的統計パラメータ（案）及び確率分布の例 

# パラメータ 現象カテゴリ 
MELCOR2 入力 

先行研究における設定 
本研究での選択例 確率分布*1 出典*2 

る。 

 

*1：確率分布 

本表の確率分布は出典において用いられたものであり、本作業で同じものを使うことを意味しない。 

 

*2：出典 

1) H19 既往研究：「JNES/SAE07-061 07 解部報-0061 レベル 2PSA 不確実さ解析手法の検討（4 ループ PWR）」 

2) H11 既往研究：「JNES/NSAF11-0001 11 原シ報-0001 シビアアクシデント時構造バウンダリ健全性解析手法の検討 -原子炉冷却系クリープ損傷

解析-」 

3) UC-SOARCA：「NUREG/Cr-7262 State-of-the-Art Reactor Consequence Analysis Project Uncertainty Analysis of the Unmitigated Short-Term Station 

Blackout of the Surry Power Station」 

4) CSGTR：「NUREG-2195 Consequential SGTR Analysis for Westinghouse and Combustion Engineering Plants with Thermally Treated Alloy 600 and 690 

Steam Generator Tubes」 

 

*3：WIM=Water injection management、炉心注水、格納容器スプレイなどの組み合わせからなる総合的な注水法を類型化した概念
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プログラミングスタイル 
 開発環境 

① 使用する言語は Python とする。 

② 開発環境を Windows10 以上とする。 

③ 基本的な matplotlib の他、図形描画に特化した OpenCV などフリーで利用できるライブラリ

を用いる、使用する範囲については作業着手前に描画内容に照らし、適切なものを規制庁が

指示する。 

④ コンパイラー、gnuplot は、規制庁が提供するバージョンを使用する。 

 

 プログラミング上のルール 

① サブルーチン及び関数は、機能別にまとめてモジュール化する。 

② 言語を利用する場合にも、宣言、ループ、判断などの構造を見やすくするために、一定のイ

ンデントを適用する。 

③ プログラムを説明するコメント分を適切に挿入する。 

④ コマンド部分は原則小文字で表記する。 

⑤ 変数名は、意味が分かるように適切に命名する。また Fortran であっても、表記上は大文字小

文字を使い読みやすくする。原則として変数名にはアンダーバーを用いない。 

例： drawresolution × 

   DrawResolotion 〇 

⑥ 関数名には WORD を区切る目的でアンダーバーを用いることを推奨する。 

例： subroutine readcard()  △ 

   subroutine read_card()  〇  

⑦ 変数の型式を決めるステートメントを可能な範囲で一か所に集めコメントにより説明する。 

⑧ 複数回用いる定数や分岐に用いるオプション ID には、必ずマクロを定義する。マクロの宣言

は独立のモジュールとして、各ルーチンにて use する形式とする。 
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入札適合条件 

 
「令和 6 年度 MELCOR2 によるソースターム統計評価」を実施するにあたり、以下

の条件を満たすこと。 
 

1. 令和０４・０５・０６年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」に

おいて「A」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ⅾ」の等級に格付けされている者であること。なお、

令和０４・０５・０６年度の資格を引き続き取得すること。 
 
2. 担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁（以下「規制庁」という。）の担当職員と日

本語による意思の疎通ができること。 
 
3. 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行

が確保されていること。 

 
4. 総合シビアアクシデント解析コード MELCOR2 を用いて、PWR のモデル変更（経験

済みのパッケージ名を明記すること）、パラメータ及びノード変更を伴うシビアアク

シデント解析、ソースタームの評価、ヒストリーの表示等の解析結果処理を行う能力

のあることを示すこと。くわえて、MELCOR2 の制御モデル（ＣＦパッケージ）を解

読でき、指示されたロジックを実現するための制御回路を構築する能力のあることを

示すこと。実績でその能力を示す場合には、実績１件以上について、下記の事項を添

付資料に記すこと。また、能力を有する技術者が本作業を担当することを明記するこ

と。（添付資料に不明点がある場合は、質疑応答により情報を補完すること） 
(1) 作業名称ないし発表件名（固有名称を除く） 
(2) 発注者の区分（国／地方公共団体／民間会社）又は発表先（学会、機関紙等の名

称） 
(3) 実施年度 
(4) 作業概要（公開できる範囲に限る。） 

 
5. 解析コードの処理を FORTRAN、Python 等により、プログラミング及び情報処理する

能力のあることを示すこと。また、軽水炉のシステム解析コード MELCOR2 の前処理

及び後処理プログラムを、以上のいずれかの言語により開発し、マニュアル等の文書

化を実施する能力があることを示すこと。実績でその能力を示す場合には、実績１件

以上について、下記の事項を添付資料に記すこと。くわえて、能力を有する技術者が

本作業を担当することを明記すること。 
(1) 作業名称ないし発表件名（固有名称を除く） 
(2) 発注者の区分（国／地方公共団体／民間会社）又は発表先（学会、機関紙等の名

称） 
(3) 実施年度 
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(4) 作業概要（公開できる範囲に限る。） 
 
6. 仕様書の別添図 1 に示す作業の流れ等に準じて、シビアアクシデントを対象として入

力パラメータの不確かさを考慮した MELCOR による統計評価をする能力があること

を示すこと。実績でその能力を示す場合には、実績１件以上について、下記の事項を

添付資料に記すこと。また、能力を有する技術者が本作業を担当することを明記する

こと。 
(1) 作業名称ないしは発表件名（固有名称を除く） 
(2) 発注者の区分（国／地方公共団体／民間会社）または発表先（学会、機関紙等の

名称） 
(3) 実施年度 
(4) 作業概要（公開できる範囲に限る。） 

 
7. 作業内容に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。 

(1) 納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを示すこと。 
(2) 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。 
(3) 実施項目ごとに実施担当者の作業量（人日数）を、その算出根拠とともに示すこ

と。 
(4) 各実施担当者の月別作業量（人時間数）を示すこと。  

 
8. 実施体制に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。  

(1) 本作業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。ただ

し、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。な

お、体制において実務作業を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。 
(2) 本作業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、最終学歴(注

1)、卒業年度、入社年度及び実務経験（特に本作業に関連する実務の経験）(注 2)

等について具体的に記載すること。なお、役割及び略歴では、各担当者の実名

は記載せず、(1)の記号で示すこと。 
(注 1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必

要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。 
(注 2) 作業件名（固有名詞は除く）、受注年度、受注者の区別（国／地方公共団

体／民間会社）及び当該作業における役割について記載すること。なお、

役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム

作成、解析コード実行（コード名を記載すること）等のように具体的な内

容を記載すること。 
(3) 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門

と本作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。また、本作

業にかかわる品質管理の具体的な方法（本作業に関する具体的なチェック項

目及びチェックの方法、調達管理の方法、文書管理の方法等、品質保証計画書に

記載する内容）を示すこと。  
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9. 本業務の遂行に際して、以下のことを示すこと。 

(1) 受注者が、原子炉等規制法の規制対象となる者、原子炉等規制法の許認可対象

となる設備の製造事業者、その子会社又は団体及びそれらの者との利益相反の関

係の有無について。利益相反の関係にある場合には、その具体的な関係性を示す

こと。 
(2) 大学が受注を希望する場合、当該受注業務を実施する研究室等が利益相反に陥ら

ないこと。 
 
 本件の入札に参加しようとするものは、上記の１．から９．までの条件を満たすことを

証明するために、様式１及び様式２の適合証明書等を、原子力規制庁技術基盤グループシ

ビアアクシデント研究部門が行う適合審査に合格する必要がある。 
なお、適合証明書等（添付資料を含む。）を書面で提出する場合は、正１部及び副１部

を提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同

システム上で適合証明書を提出すること。 
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和 6年 6月

24 日（月）１２時までに電子メール又は文書で、下記の原子力規制庁長官官房技術基盤

グループシビアアクシデント研究部門に提出すること。 
 

提出先：原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門 

〒106-8450 東京都港区六本木１－９－９ 六本木ファーストビル１５階 

担 当：小城 烈（kojo_retsu_px2@nra.go.jp） 

ＴＥＬ：０３―５１１４―２２２４  
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（様式１） 

 
令和  年  月  日 

 
 
支出負担行為担当官 
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 

 
 

所 在 地 
 
商 号 又 は 名 称 
 
代表者役職・氏名 

 
 
「令和 6 年度 MELCOR2 によるソースターム統計評価」の入札に関し、応札者の条

件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。 
 なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態

が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて

直ちに対応します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当者等連絡先 
  部 署 名： 
 責任者名： 
担当者名： 

  Ｔ Ｅ Ｌ： 
  E - m a i l： 
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（様式２） 
 

適合証明書 
件名：令和 6 年度 MELCOR2 によるソースターム統計評価 

 
商号又は名称： 

条  件 回 答 
(○or×) 

資料 
No. 

（１）令和０４・０５・０６年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務
の提供等」において「A」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ⅾ」の等級に格付けされて
いる者であること。なお、令和０４・０５・０６年度の資格を引き続き取得
すること。 

 
（２）担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思

の疎通ができること。 
 

 
（３）原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ

対策の履行が確保されていること。 
 

 
（４）総合シビアアクシデント解析コード MELCOR2 を用いて、PWR のモデル

変更（経験済みのパッケージ名を明記すること）、パラメータ及びノード変
更を伴うシビアアクシデント解析、ソースタームの評価、ヒストリーの表示
等の解析結果処理を行う能力のあることを示すこと。くわえて、MELCOR2
の制御モデル（ＣＦパッケージ）を解読でき、指示されたロジックを実現す
るための制御回路を構築する能力のあることを示すこと。実績でその能力
を示す場合には、実績１件以上について、下記の事項を添付資料に記すこ
と。また、能力を有する技術者が本作業を担当することを明記すること。（添
付資料に不明点がある場合は、質疑応答により情報を補完すること） 
(1) 作業名称ないし発表件名（固有名称を除く） 
(2) 発注者の区分（国／地方公共団体／民間会社）又は発表先（学会、機関

紙等の名称） 
(3) 実施年度 
(4) 作業概要（公開できる範囲に限る。） 

 
（５）解析コードの処理を FORTRAN、Python 等により、プログラミング及び情

報処理する能力のあることを示すこと。また、軽水炉のシステム解析コード
MELCOR2 の前処理及び後処理プログラムを、以上のいずれかの言語により
開発し、マニュアル等の文書化を実施する能力があることを示すこと。実績
でその能力を示す場合には、実績１件以上について、下記の事項を添付資料
に記すこと。くわえて、能力を有する技術者が本作業を担当することを明記
すること。 
(1) 作業名称ないし発表件名（固有名称を除く） 
(2) 発注者の区分（国／地方公共団体／民間会社）又は発表先（学会、機関

紙等の名称） 
(3) 実施年度 
(4) 作業概要（公開できる範囲に限る。） 

 
（６）仕様書の別添図 1 に示す作業の流れ等に準じて、シビアアクシデントを対

象として入力パラメータの不確かさを考慮したMELCORによる統計評価を
する能力があることを示すこと。実績でその能力を示す場合には、実績１件
以上について、下記の事項を添付資料に記すこと。また、能力を有する技術
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者が本作業を担当することを明記すること。 
(1) 作業名称ないしは発表件名（固有名称を除く） 
(2) 発注者の区分（国／地方公共団体／民間会社）または発表先（学会、機
関紙等の名称） 

(3) 実施年度 
(4) 作業概要（公開できる範囲に限る。） 

 
（７）作業内容に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。 

(1) 納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを示すこと。 
(2) 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。 
(3) 実施項目ごとに実施担当者の作業量（人日数）を、その算出根拠ととも

に示すこと。 
(4) 各実施担当者の月別作業量（人時間数）を示すこと。  

 
（８）実施体制に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。  

(1) 本作業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示す
こと。ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行っ
てはならない。なお、体制において実務作業を担当する者の実名は記載
せず、記号で示すこと。 

(2) 本作業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、
最終学歴(注 1)、卒業年度、入社年度及び実務経験（特に本作業に関連
する実務の経験）(注 2)等について具体的に記載すること。なお、役割
及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、(1)の記号で示すこと。 

(注 1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載す
る必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記の
こと。 

(注 2) 作業件名（固有名詞は除く）、受注年度、受注者の区別（国／地方公
共団体／民間会社）及び当該作業における役割について記載すること。
なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プ
ログラム作成、解析コード実行（コード名を記載すること）等のように
具体的な内容を記載すること。 

(3) 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保
証部門と本作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。
また、本作業にかかわる品質管理の具体的な方法（本作業に関する具体
的なチェック項目及びチェックの方法、調達管理の方法、文書管理の方
法等、品質保証計画書に記載する内容）を示すこと。 

 
（９）本業務の遂行に際して、以下のことを示すこと。 

(1) 受注者が、原子炉等規制法の規制対象となる者、原子炉等規制法の許認
可対象となる設備の製造事業者、その子会社又は団体及びそれらの者との利
益相反の関係の有無について。利益相反の関係にある場合には、その具体的
な関係性を示すこと。 
(2) 大学が受注を希望する場合、当該受注業務を実施する研究室等が利益相
反に陥らないこと。 

 
適合証明書に対する照会先 
所在地    ：（郵便番号も記載のこと） 
商号又は名称及び所属： 
担当者名   ： 
電話番号   ： 
E-Mail    ：  
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7 
 

記載上の注意 

 

 

１．適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載す

ること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合

は「×」を記載すること。 

 

２．内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出する

こと。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付す

ることができる。 

 

３．適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」

欄に資料番号を記載すること。 

その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かり

やすくすること。 

 

４．資料は、日本語（日本語以外の資料については日本語訳を添付）、Ａ４判（縦

置き、横書き）で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については

任意とする。 

 

５．適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。 

 

 

①項目ごとにインデックス等を付ける。 

②紙ファイル、クリップ等により、順序

よくまとめ綴じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 1 

 
別

添

資

料 

 
適合証明書 
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（契約の目的）

第１条　乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。

（契約金額）

第２条　金　　　　　　　　円

（契約期間）

第３条  契約締結日から令和７年３月２１日までとする。

（契約保証金）

第４条　甲は、この契約の保証金を免除するものとする。

（一括委任又は一括下請負の禁止等）

（監　督）

（完了の通知）

第７条　乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

（検査の時期）

（天災その他不可抗力による損害）

２　乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせ
  た業務に伴う当該第三者（以下「下請負人」という。）の行為について、甲に対しすべての責任
  を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。

３　乙は、第１項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を
  遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、
  甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならな
  い。

２  甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある
  場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。

第８条　甲は、前条の通知を受けた日から１０日以内にその役務行為の成果について検査をし、合
  格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。

第９条　前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担と
  する。

第６条　乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。

契　約　書 

（案） 

　支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官　名（以下「甲」という。）
と、　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、「令和6年度　MELCOR2によ
るソースターム統計評価」について、次の条項（特記事項を含む。）により契約を締結する。

第５条　乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならな
  い。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

２　前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第
  ７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき算出した額である。

　（うち消費税額及び地方消費税額　　　　　円）とする。
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（対価の支払）

（遅延利息）

（違約金）

（契約の解除等）

（契約不適合責任）

（１）乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき
    納品される納入物（以下「納入物」という。）の引渡しを終わらないとき　延引日数１日につ
    き契約金額の１，０００分の１に相当する額

（２）乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込
    みがないと甲が認めたとき　契約金額の１００分の１０に相当する額

第１１条　甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日
  の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて
  計算した金額を支払うものとする。

第１２条　乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を
  徴収することができる。

第１０条　甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から３０日（以下「約定期間」
  という。）以内に対価を支払わなければならない。

２　乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日か
  ら支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払
  わなければならない。

３　乙が第１項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追
  完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただ
  し、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契
  約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲
  が第１項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙
  に対し、第１項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又
  は対価の減額を請求することができる。

２　甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払
  っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。

（３）乙が正当な事由なく解約を申出たとき　契約金額の１００分の１０に相当する額

（４）甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報（以下「保全情報」という。）が乙の
    責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者（乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。
    ただし、第１６条第１項の規定により甲が個別に許可した者を除く。）に漏洩したとき  契約
    金額の１００分の１０に相当する額

（５）本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき　契約金額の１００分
    の１０に相当する額

（６）前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき　契約金額の１００分の１０
    に相当する額

第１３条　甲は、乙が前条第１項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに
  解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業
  務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

第１４条　甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約
  の内容に適合しない（以下、「契約不適合」という。）ときは、乙に対して相当の期間を定めて
  催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせる
  ことができる。

２　前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約
  不適合の事実を知った時から１年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の
  成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかっ
  たときは、この限りでない。

- 56 -



（損害賠償）

（保全情報の取扱い）

（秘密の保持）

（権利義務の譲渡等）

（著作権等の帰属・使用）

３　乙は、保全情報が乙以外の者（ただし、第１項の規定により甲が個別に許可した者を除く。）
　に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連
  絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であ
  るか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。

２　甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、
  その契約不適合を知った時から１年以内に乙に通知することを要するものとする。

第１８条　乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、
  又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成１０年法
  律第１０５号）第２条第３項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和２５
  年政令第３５０号）第１条の３に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、こ
  の限りでない。

２　乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。

２　乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債
  権の譲渡を行い、甲に対して民法（明治２９年法律第８９号）第４６７条又は動産及び債権の譲
  渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１０年法律第１０４号。以下「債権譲渡
  特例法」という。）第４条第２項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に
  掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙か
  ら債権を譲り受けた者（以下「譲受人」という。）が甲に対して債権譲渡特例法第４条第２項に
  規定する通知若しくは民法第４６７条又は債権譲渡特例法第４条第２項に規定する承諾の依頼を
  行った場合についても同様とする。

（１）甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。

（２）譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定そ
    の他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。

第１７条　前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏え
  い防止の責任を負うものとする。

第１５条　甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、な
  お損害賠償の請求をすることができる。

第１６条　乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合
  はこの限りでない。

２　乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはなら
  ない。

（３）甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他
    契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契
    約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受
    人の間の協議により決定されなければならないこと。

３　第１項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の
  効力は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第４２条の２の規定に基づき、甲が
  同令第１条第３号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるも
  のとする。

２　乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の
  著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を
  とるものとする。

第１９条　乙は、納入物に係る著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２７条及び第２８
  条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。）
  を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行わ
  れたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協
  力しなければならない。
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（個人情報の取扱い）

（資料等の管理）

（契約の公表）

（紛争の解決方法）

３　乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管
  理のために必要な措置を講じなければならない。

４　甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託
  した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせ
  ることができる。

５　乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するもの
  とする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。

６　乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が
  発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。

７　第１項及び第２項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効
  力を有するものとする。

（１）甲から預託を受けた個人情報を第三者（第５条第２項に定める下請負人を含む。）に預託若
    しくは提供し、又はその内容を知らせること。

第２０条　乙は、甲から預託を受けた個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に
  含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該
  個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することがで
  き、それにより当該個人を識別できるものを含む。）をいう。以下同じ。）については、善良な
  る管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。

第２１条　乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万
  全の措置をとらなければならない。

（２）甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又
    は改変すること。

第２３条　本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時
  でも変更することができるものとする。

２　前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、
  甲と乙との協議により決定するものとする。

３　乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関す
  る一切の責任を負わなければならない。

２　乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この
  限りでない。

第２２条　乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに
  同意するものとする。
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特記事項

【特記事項１】

（談合等の不正行為による契約の解除）

第１条　甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

イ　独占禁止法第４９条に規定する排除措置命令が確定したとき

ロ　独占禁止法第６２条第１項に規定する課徴金納付命令が確定したとき

（談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出）

（１）独占禁止法第６１条第１項の排除措置命令書

（２）独占禁止法第６２条第１項の課徴金納付命令書

（談合等の不正行為による損害の賠償）

２　前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

【特記事項２】

（暴力団関与の属性要件に基づく契約解除）

第４条　甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を
  解除することができる。

第３条　乙が、本契約に関し、第１条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除する
  か否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、
  契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の
  １０に相当する金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）
  を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に
    関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であ
    るとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく
    は営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、
    その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号
    に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

（１）本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５
    ４号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為を行った
    ことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき

ハ　独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の課徴金納付命令を命じない旨の通知
  があったとき

５　乙が、第１項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、
  当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した金
  額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

４　第１項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合に
  おいて、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。

（２）本契約に関し、乙の独占禁止法第８９条第１項又は第９５条第１項第１号に規定する刑が確
    定したとき

（３）本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４
    ０年法律第４５号）第９６条の６又は第１９８条に規定する刑が確定したとき

３　第１項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙
  の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合に
  おいて、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

第２条　乙は、前条第１号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次
  の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。

（３）独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文
　　書
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（下請負契約等に関する契約解除）

（損害賠償）

４　前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

（不当介入に関する通報・報告）

第６条　甲は、第４条又は前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じ
  た損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目
    的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的
    あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

第７条　乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反
  社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合
  は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事
  実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

７　乙が、第３項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、
  当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した金
  額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

２　乙は、甲が第４条又は前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生
  じたときは、その損害を賠償するものとする。

３　乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわら
  ず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額（本契
  約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に相当する
  金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金とし
  て甲の指定する期間内に支払わなければならない。

５　第２項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙
  の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合に
  おいて、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

６　第３項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合に
  おいて、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係
    を有しているとき

２　甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契
  約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解
  除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解
  除することができる。

第５条　乙は、本契約に関する下請負人等（下請負人（下請が数次にわたるときは、すべての下請
  負人を含む。）及び再委任者（再委任以降のすべての受任者を含む。）並びに自己、下請負人又
  は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。
  以下同じ。）が解除対象者（前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。）であること
  が判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者
  との契約を解除させるようにしなければならない。
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　本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各１通を保有する。

    　　年　　月　　日　　

   甲　　東京都港区六本木一丁目９番９号

         支出負担行為担当官

        原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官　名

   乙　 
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※　以下、仕様書を添付
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